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民
事
訴
訟
に
お
け
る
時
機
に
後
れ
た

　
　
攻
撃
防
禦
方
法
の
失
権
の
根
拠

石

渡

哲

民事訴訟における時機に後れた攻撃防禦方法の失権の根拠

一
　
は
じ
め
に

二
　
失
権
規
定
の
根
拠
、
目
的
な
い
し
性
質
に
関
す
る
従
来
の
見
解

　
H
　
失
権
を
刑
罰
の
一
種
と
み
る
見
解

　
O
　
失
権
を
訴
訟
遅
延
の
防
止
策
と
み
る
見
解
（
通
説
的
見
解
）

　
日
　
失
権
を
実
体
法
上
の
権
利
行
使
に
対
す
る
制
限
と
み
る
見
解

　
四
　
失
権
と
審
問
請
求
権
お
よ
び
手
続
保
障
と
の
関
係

三
　
失
権
規
定
の
根
拠
に
関
す
る
石
川
明
教
授
の
見
解

四
　
私
　
見

五
　
お
わ
り
に

は
じ
め
に

実
務
上
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
却
下
を
規
定
す
る
民
訴
法
一
三
九
条
一
項
、
お
よ
び
、
準
備
手
続
に
お
い
て
提
出
さ
れ
な
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か
っ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
失
権
を
規
定
す
る
同
法
二
五
五
条
一
項
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
裁
判
所
は
却
下
の
権
能
を

ほ
と
ん
ど
行
使
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
、
裁
判
官
が
裁
判
の
適
正
を
訴
訟
制
度
に
向
け
ら
れ
た
要
請
の
う
ち
最
優
先
の
要
請
と
考
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
る
た
め
で
あ
る
、
と
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
。
私
も
ま
た
、
裁
判
所
に
よ
る
却
下
の
権
能
の
過
度
の
行
使
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

と
考
え
て
い
る
　
　
も
っ
と
も
、
現
状
で
は
そ
の
虞
は
事
実
上
皆
無
で
あ
る
が
　
　
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
は
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃

防
禦
方
法
の
却
下
に
は
意
義
が
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
私
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
立
法
論
に
お
い
て
も
解

釈
論
に
お
い
て
も
却
下
の
要
件
を
厳
格
に
設
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
他
方
で
こ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
却
下
の
権
能
の

行
使
を
躊
躇
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
現
在
の
学
説
お
よ
び
実
務
の
双
方

が
失
権
規
定
の
適
用
に
あ
ま
り
に
消
極
的
な
の
は
、
問
題
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
攻
撃
防
禦
方
法
の
失
権
が
裁
判
の
適
正
を
害
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
か
つ
、
裁
判
の
適
正
が
最
優
先
の

要
請
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
失
権
規
定
の
適
用
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
に
、
理
由
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
失
権
規
定

に
、
本
来
発
揮
す
べ
き
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
し
て
ま
た
、
発
揮
す
べ
き
で
な
い
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
抑
制
す
る
た
め

に
も
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
失
権
は
な
ぜ
正
当
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
、
換
言
す
れ
ば
、
失
権
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
私
自
身
も
こ
の
必
要
性
を
認
識
し
て
は
い
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
明
確
な
自
説
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
そ
う
し
た
な
か
で
、
恩
師
石
川
明
教
授
は
、
最
近
発
表
さ
れ
た
論
稿
に
お
い
て
、
失
権
の
根
拠
に
つ
き
独
自
の
そ
し
て
核
心
を
突
い
た

見
解
を
表
明
さ
れ
た
。
私
も
、
石
川
教
授
の
見
解
に
基
本
的
に
賛
成
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
論
稿
に
接
し
て
、
教
授
の
見
解
を
前
提
に
し

て
は
じ
め
て
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
失
権
は
正
当
化
さ
れ
得
る
も
の
と
、
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
石
川
教
授
の
論

稿
は
比
較
的
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
私
は
本
稿
に
お
い
て
教
授
の
所
説
を
参
照
し
な
が
ら
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
失
権

の
根
拠
を
よ
り
詳
細
に
論
じ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。
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な
お
、
本
論
に
入
る
に
先
立
ち
あ
ら
か
じ
め
以
下
の
諸
点
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
本
稿
は
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方

法
の
失
権
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
失
権
規
定
の
解
釈
論
上
の
個
別
問
題
の
検
討
を
目
的
と
す

　
　
　
　
（
3
）

る
も
の
で
も
、
立
方
論
と
し
て
、
具
体
的
に
い
か
な
る
失
権
規
定
を
設
け
る
べ
き
か
を
論
じ
る
も
の
で
も
な
い
。
第
二
に
、
私
は
既
に
発

　
　
　
　
（
4
）

表
し
た
論
稿
に
お
い
て
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
失
権
の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
の
私
の
見

解
は
、
本
稿
二
ω
で
紹
介
す
る
従
来
の
通
説
的
な
考
え
方
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
を
も
っ
て
旧
稿
で
の
見
解
を
撤
回
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。
第
三
に
、
本
稿
で
以
下
に
お
い
て
「
失
権
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
原
則
と
し
て
時
機
に

後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
失
権
に
限
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
後
の
文
脈
か
ら
明
か
な
場
合
に
は
、
と
く
に
断
ら
ず
に
そ
の

他
の
意
味
に
使
う
こ
と
も
あ
る
。

（
1
）
　
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
文
献
は
多
数
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
民
事
訴
訟
の
促
進
に
つ
い
て
」
民
訴
三
〇
号
二
二
二
頁
以
下
〈
三

　
宅
弘
人
〉
（
一
九
八
四
年
）
、
斎
藤
秀
夫
ほ
か
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
3
」
四
九
一
頁
〈
斎
藤
秀
夫
H
井
上
繁
規
け
小
室
直
人
〉
（
第
一
法
規
、
第

　
二
版
、
一
九
九
↓
年
）
（
以
下
で
は
、
「
注
解
民
訴
3
」
と
表
記
す
る
）
。

（
2
）
　
石
川
明
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
真
実
－
民
訴
改
正
・
失
権
と
関
連
し
て
ー
」
判
タ
八
七
二
号
四
頁
以
下
（
一
九
九
五
年
）
。

（
3
）
　
石
渡
哲
「
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
失
権
（
上
）
（
中
）
（
下
）
1
現
行
失
権
規
定
の
解
釈
論
を
中
心
と
し
て
ー
」
判
タ
五
四
三
号
三
〇

　
頁
以
下
、
五
五
一
号
一
八
頁
以
下
、
五
五
八
号
六
六
頁
以
下
（
い
ず
れ
も
、
一
九
八
五
年
）
に
お
い
て
私
は
既
に
、
現
行
失
権
規
定
の
解
釈
論
上
の

　
問
題
点
を
ほ
ぼ
網
羅
的
に
検
討
し
た
。
本
文
で
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
私
は
、
本
稿
を
も
っ
て
失
権
規
定
の
根
拠
に
関
す
る
従
来
の
私
見
を
改
め
る

　
の
で
、
そ
れ
に
応
じ
て
解
釈
論
上
の
問
題
点
の
中
に
も
見
解
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
、
右
の
論
稿
に
お
け
る

　
見
解
を
修
正
す
る
論
稿
を
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
4
）
　
石
渡
哲
「
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
却
下
－
失
権
規
定
の
歴
史
お
よ
び
そ
の
根
拠
を
中
心
と
し
て
ー
」
防
衛
大
学
校
紀
要
（
社
会
科
学

　
編
）
五
六
輯
七
頁
以
下
（
一
九
八
八
年
）
。

275



法学研究68巻12号（’95112）

二
　
失
権
規
定
の
根
拠
、
目
的
な
い
し
性
質
に
関
す
る
従
来
の
見
解

e
　
失
権
を
刑
罰
の
一
種
と
み
る
見
解

　
失
権
が
怠
慢
な
、
な
い
し
訴
訟
の
引
き
延
ば
し
を
図
る
当
事
者
に
対
す
る
刑
罰
（
℃
8
記
℃
声
8
ピ
巴
で
あ
る
か
と
い
う
点
は
、
普
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

法
時
代
に
は
問
題
に
な
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
失
権
を
刑
罰
と
み
る
考
え
方
は
ほ
ぼ
克
服
さ
れ
た
と
み
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
た
だ
し
、
最
近
で
も
、
失
権
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
、
「
手
続
罰
（
く
霞
鼠
ぼ
。
房
跨
鑑
①
）
」
と
か
、
本
来
刑
罰
と
同
義
で
あ
る
「
ペ
ナ

　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ル
テ
ィ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ッ
の
簡
素
化
法
は
周
知
の
よ
う
に
、
当
事
者
の
訴
訟
促
進
義
務
を
定

め
、
こ
れ
に
違
反
し
て
時
機
に
後
れ
て
提
出
さ
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
失
権
を
強
化
し
た
が
、
立
法
資
料
に
お
い
て
失
権
は
こ
の
義
務
違

反
に
対
す
る
「
制
裁
（
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
）
」
の
体
系
で
あ
る
（
oo
鴇
8
ヨ
α
霞
ω
彗
葬
一
9
雪
α
q
①
の
雪
巴
箒
く
包
①
言
仁
漏
島
窃
①
『
題
ま
算
雪
）
、
と

　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
ゲ

説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
わ
が
国
の
学
説
の
中
で
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
　
「
制
裁
（
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
）
」
も

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
本
来
刑
罰
に
近
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
こ
れ
ら
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
失
権
が
当
事
者
に
不
利
益
を

及
ぼ
す
こ
と
に
注
目
し
た
た
め
で
あ
っ
て
、
失
権
が
厳
密
な
意
味
で
の
刑
罰
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

276

⇔
　
失
権
を
訴
訟
遅
延
の
防
止
策
と
み
る
見
解
（
通
説
的
見
解
）

1
　
失
権
を
訴
訟
の
促
進
の
た
め
の
な
い
し
遅
延
の
防
止
の
た
め
の
方
策
の
一
つ
で
あ
る
と
み
る
の
が
、
現
在
の
通
説
で
あ
る
と
い
え
よ

（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

う
。
ド
イ
ッ
に
お
い
て
簡
素
化
法
の
立
法
者
も
、
失
権
の
強
化
を
訴
訟
の
引
き
締
め
と
促
進
の
た
め
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。

　
通
説
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
通
説
は
、
も
と
も
と
失
権
は
随
時
提
出
主
義
の
訴
訟
の
弊
害
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
雨
だ
れ
式
提
出
に
よ
る
訴
訟
遅
延
を
防
止
す



民事訴訟における時機に後れた攻撃防禦方法の失権の根拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
た
め
の
手
段
で
あ
る
が
、
裁
判
の
適
正
を
、
換
言
す
れ
ば
真
実
の
発
見
を
害
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

通
説
を
支
持
す
る
多
く
の
学
説
が
、
失
権
規
定
な
い
し
失
権
制
度
は
裁
判
の
適
正
と
訴
訟
の
促
進
の
調
和
を
図
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
「
真
実
」
と
は
、
訴
訟
外
の
客
観
的
真
実
の
こ
と
で
あ
る

こ
と
に
も
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
訴
訟
遅
延
防
止
の
た
め
に
失
権
が
果
た
す
機
能
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
提
出
さ
れ
た
攻
撃
防
禦

方
法
を
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
差
し
迫
っ
た
訴
訟
の
遅
延
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
機
能
で
あ
る
。
他
は
、
当
事
者
に
失
権
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

す
る
恐
れ
か
ら
間
接
強
制
的
に
攻
撃
防
禦
方
法
を
早
期
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
遅
延
を
予
防
す
る
と
い
う
機
能
で
あ
る
。
さ
し
あ

た
り
、
前
者
を
「
具
体
的
遅
延
排
除
機
能
」
、
後
者
を
「
間
接
強
制
機
能
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
多
く
の
文
献
に
お
い
て
、
失
権
が
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

接
強
制
機
能
を
果
た
し
得
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
遅
延
排
除
機
能
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
も
っ

と
も
、
そ
れ
は
、
失
権
が
具
体
的
遅
延
排
除
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
こ
れ
を
果
た
す
こ
と
は

当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
言
及
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

2
　
通
説
の
よ
う
に
、
失
権
規
定
が
裁
判
の
適
正
と
訴
訟
の
促
進
と
の
調
和
を
図
る
も
の
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
現
実
の
実

務
に
お
い
て
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
裁
判
所
は
失
権
の
権
能
の
行
使
に
つ
き
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

一
つ
に
は
、
裁
判
の
適
正
を
重
視
す
る
裁
判
官
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
、
お
よ
び
、
失
権
に
よ
り
敗
訴
す
る
で
あ
ろ
う
当
事
者
に
対
す
る
同

情
を
禁
じ
得
な
い
人
情
に
も
よ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
か
に
次
の
よ
う
な
こ
と
も
い
え
る
。
裁
判
の
適
正
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
確
定

し
た
事
実
と
訴
訟
外
の
客
観
的
真
実
と
が
一
致
し
た
こ
と
を
も
っ
て
適
正
と
考
え
る
立
場
を
前
提
と
す
る
限
り
（
私
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
こ

の
前
提
を
採
ら
な
い
が
）
、
裁
判
は
適
正
で
あ
る
か
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
の
問
題
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
訴
訟
の
遅
延
は
程
度
あ
る
い
は
比
較
の
問
題
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
官
は
不
適
正
な
裁
判
を

す
る
危
険
を
犯
し
て
ま
で
、
遅
延
の
防
止
の
た
め
に
失
権
の
権
能
を
行
使
す
る
気
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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次
に
、
失
権
が
訴
訟
遅
延
の
た
め
に
果
た
す
機
能
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
う
ち
、
間
接
強
制
機
能
に
期
待
を
寄
せ
て
は
な
ら
な
い

　
　
も
っ
と
も
、
現
実
に
、
実
務
家
が
こ
れ
に
期
待
を
寄
せ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
あ
ろ
う
が
　
　
。
な
ぜ
な
ら
、
か
か
る
期
待
は
、
当

事
者
に
失
権
に
対
す
る
恐
れ
を
い
だ
か
せ
る
こ
と
を
重
視
す
る
考
え
方
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
現
実
の
遅
延
発
生
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
攻
撃
防
禦
方
法
を
失
権
さ
せ
る
よ
う
な
規
定
の
立
法
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
な
過
度
の
失
権
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
Q
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国
　
失
権
を
実
体
法
上
の
権
利
行
使
に
対
す
る
制
限
と
み
る
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
ド
イ
ッ
で
は
、
ヘ
ン
ケ
ル
ら
が
、
わ
が
国
で
は
吉
村
徳
重
教
授
が
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
訴
訟

は
、
そ
の
目
的
が
本
来
当
事
者
問
の
利
益
の
調
整
で
あ
る
か
ら
、
私
法
上
の
取
引
過
程
を
規
律
す
る
規
範
と
無
関
係
で
な
い
と
こ
ろ
、
私

法
規
範
も
、
適
時
の
権
利
行
使
が
期
待
さ
れ
な
が
ら
そ
れ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
、
権
利
の
喪
失
（
失
権
）
を
規
定
す
る
場
合
が
あ
る
－

こ
と
か
ら
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
失
権
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
国
家
的
制
度
で
あ
る
民
事
訴
訟
を
取
引
過
程
と
同
じ
平
面
で
捉
え
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
。
訴
訟
関
係
は

公
法
上
の
関
係
で
あ
り
、
取
引
関
係
は
私
法
上
の
関
係
で
あ
っ
て
、
両
者
は
異
質
で
あ
る
。
た
し
か
に
民
事
訴
訟
制
度
は
、
基
本
的
に
個

人
の
自
由
な
処
分
が
許
さ
れ
る
私
法
上
の
権
利
・
法
律
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
の
よ
う
に
、

私
見
に
よ
れ
ば
、
民
事
判
決
は
訴
訟
外
の
客
観
的
真
実
に
基
づ
い
て
権
利
・
法
律
関
係
を
確
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
訴
訟
に
お
け
る
真

実
は
法
定
の
手
続
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
民
事
訴
訟
手
続
と
私
法
上
の
取
引
過
程
の
間
に
は

類
似
点
が
存
在
し
得
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
私
法
上
の
規
範
が
民
事
訴
訟
手
続
に
類
推
適
用
さ
れ
る
べ
き
事
態
も

あ
り
得
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
異
質
で
は
あ
る
が
類
似
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
両
者
が
同
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
か
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

し
て
私
は
、
失
権
を
実
体
私
法
上
の
権
利
行
使
に
対
す
る
制
限
と
み
て
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
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四
　
失
権
と
審
問
請
求
権
お
よ
び
手
続
保
障
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ー
　
ド
イ
ッ
で
は
、
失
権
が
ボ
ン
基
本
法
（
G
G
）
一
〇
三
条
一
項
の
保
障
す
る
審
問
請
求
権
（
＞
話
肩
仁
3
讐
マ
①
魯
島
3
霧
O
。
ま
弓
）
を

侵
害
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
審
問
請
求
権
の
内
容
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
手
続
関
係
人
は
そ
れ
ぞ
れ
、
申
立
て
を
し
、
事
実
主
張
を
も
っ

て
そ
れ
を
理
由
付
け
、
必
要
な
証
拠
方
法
を
申
し
出
る
権
利
を
有
す
る
。
ま
た
、
事
実
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
法
的
見
解
を
陳
述
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
訴
訟
の
相
手
方
は
、
そ
れ
ら
を
了
知
し
、
自
己
の
見
解
を
述
べ
る
権
利
を
有
す
る
。
…
…
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
は
、
裁
判

所
に
対
し
、
訴
訟
関
係
人
の
陳
述
を
了
知
し
て
検
討
し
、
申
し
出
ら
れ
た
証
拠
を
原
則
と
し
て
取
り
調
べ
、
提
示
さ
れ
た
法
的
見
解
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

そ
れ
ら
が
明
ら
か
に
不
当
ま
た
は
問
題
外
で
な
い
か
ぎ
り
、
取
り
組
ん
で
対
決
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

　
わ
が
国
の
憲
法
に
は
審
問
請
求
権
を
保
障
す
る
明
文
規
定
は
な
い
が
、
解
釈
上
こ
れ
を
肯
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
わ
が
国

で
も
、
失
権
規
定
が
審
問
請
求
権
を
侵
害
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ッ
で
は
、
失
権
規
定
は
、

当
事
者
が
自
分
に
と
っ
て
重
要
な
点
に
つ
き
意
見
を
述
べ
る
十
分
な
機
会
（
讐
ω
邑
9
雪
含
O
⑪
一
縄
雪
『
①
ξ
を
持
ち
な
が
ら
こ
れ
を
擁
護

し
得
る
理
由
な
し
に
僻
怠
し
た
か
、
そ
れ
を
有
責
に
行
使
せ
ず
に
消
滅
さ
せ
た
場
合
に
は
、
審
問
請
求
権
侵
害
に
な
ら
な
い
と
い
う
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

方
が
有
力
な
学
説
お
よ
び
判
例
に
よ
っ
て
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ブ
ナ
ー
は
、
審
問
請
求
権
の
侵
害
が
な
か
っ
た
と
い

え
る
た
め
に
は
、
抽
象
的
に
右
の
機
会
が
あ
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
関
与
者
が
陳
述
の
た
め
の
可
能
性
と
契
機
を
認
識
し
得
る
状
況
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
審
問
請
求
権
の
保
障
を
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
ド
イ
ブ
ナ
ー
の
よ
う
な
解
釈

を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
有
力
説
、
判
例
の
い
う
「
十
分
な
機
会
」
と
は
、
実
は
ド
イ
ブ
ナ
ー
の
考
え
て
い
る
よ
う
な
意
味
で

あ
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
両
者
の
間
に
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
当
事
者
が
陳
述
な
い
し
提
出
の
た
め
の
具
体
的
に
十
分
な
機
会
を
持
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
失
権
は
審
問
請
求
権
の
侵
害

に
な
ら
な
い
。
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ち
な
み
に
、
ド
イ
ッ
で
は
裁
判
所
が
失
権
規
定
の
解
釈
、
適
用
を
誤
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
利
益
な
裁
判
を
な
さ
れ
た
当
事
者

は
審
問
請
求
権
の
侵
害
を
理
由
に
、
憲
法
裁
判
所
に
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
失
権
規
定
の
解
釈
、

適
用
の
誤
り
は
単
な
る
法
律
の
解
釈
、
適
用
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
こ
の
問
題
を
消
極
的
に
考
え
る
立
場
も
あ
る
。
し
か
し
私
は

か
つ
て
、
ド
イ
ッ
法
の
解
釈
論
と
し
て
、
法
律
の
解
釈
、
適
用
の
誤
り
で
も
、
そ
の
結
果
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

に
は
、
憲
法
裁
判
所
へ
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
見
解
を
表
明
し
た
。
私
は
現
在
で
も
こ
の
見
解
を
維

持
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ッ
で
は
そ
の
後
も
こ
の
問
題
に
関
す
る
判
例
が
多
数
出
て
お
り
、
学
説
も
進
展
し
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

で
、
い
ず
れ
こ
の
問
題
を
再
検
討
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。

2
　
わ
が
国
で
は
、
失
権
規
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
手
続
保
障
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
得
る
。
以
下
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

中
野
貞
一
郎
教
授
の
所
説
に
従
い
つ
つ
失
権
規
定
と
手
続
保
障
の
関
係
を
検
討
す
る
。
手
続
保
障
に
は
、
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
い
う

意
味
で
の
手
続
保
障
と
裁
判
手
続
内
で
の
手
続
保
障
と
が
あ
る
。
審
問
請
求
権
に
つ
い
て
は
後
者
と
の
関
連
が
問
題
に
な
る
。
ド
イ
ッ
で

は
、
裁
判
所
が
審
問
の
機
会
を
与
え
ず
に
裁
判
す
る
と
い
う
国
家
に
よ
る
審
問
請
求
権
侵
害
に
お
い
て
、
私
人
の
国
家
に
対
す
る
権
利
と

し
て
審
問
請
求
権
を
位
置
付
け
、
そ
の
侵
害
に
対
す
る
救
済
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
わ
が
国
の
手
続
保
障
論
は
、
紛
争
解

決
に
お
け
る
審
判
官
の
役
割
を
極
端
な
ま
で
に
消
極
化
し
て
捉
え
る
。
裁
判
手
続
と
訴
訟
前
の
当
事
者
間
の
交
渉
過
程
と
の
連
続
性
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

調
し
、
当
事
者
間
に
十
分
な
訴
訟
活
動
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
手
続
ル
ー
ル
を
探
求
し
て
い
く
と
い
う
方
向
が
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
国
家
と
当
事
者
と
の
関
係
に
お
け
る
審
問
請
求
権
の
侵
害
に
対
す
る
救
済
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ほ
と
ん
ど
前
面
に
出
て
こ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

民
事
訴
訟
手
続
が
、
単
に
当
事
者
間
の
交
渉
の
場
で
は
な
く
、
公
的
な
紛
争
解
決
の
た
め
の
制
度
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

権
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
の
審
問
請
求
権
侵
害
の
有
無
の
み
を
問
題
に
す
れ
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
5
）
　
ド
イ
ッ
に
お
い
て
以
下
の
学
説
、
判
例
が
失
権
は
刑
罰
で
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
デ
ィ
ー
タ
i
・
ラ
イ
ポ
ル
ド
（
染
野
義
信
”
森
勇
訳
）

　
　
「
当
事
者
の
訴
訟
促
進
義
務
と
裁
判
官
の
責
任
」
ぺ
ー
タ
ー
・
ア
レ
ン
ス
H
小
島
武
司
編
『
西
独
民
事
訴
訟
法
の
現
在
』
一
八
○
頁
（
中
央
大
学
出
版
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部
、
一
九
八
八
年
。
こ
れ
は
、
一
〇
甘
o
一
皇
園
℃
器
（
お
o。
O
）
』
ω
刈
零
の
邦
訳
で
あ
る
。
本
稿
で
以
下
に
お
い
て
こ
の
論
文
を
引
用
す
る
際
に
は
、
こ

　
の
邦
訳
を
引
用
す
る
）
。
U
窪
ぎ
①
ぴ
Z
侮
≦
一
雪
P
G。
o
。
8
G。
o

。
曾
吋
霧
鼠
o
F
Z
q
≦
一
雪
P
卜
。
昭
o
。
㌘
≦
o
拝
』
お
o。
ω
る
一
ト
。
　
ω
Ω
＝
N
為
9
る
o。

博

　
匠
o
o
“
Z
q
ミ
一
零
P
一
〇
〇〇
〇
〇
旧
ω
Ω
コ
N
る
oo
る
①
o
。
る
謹
H
Z
q
∈
一
〇
〇〇
8
8
0
H
q
N
一
〇
〇
〇
8
占
①
ヨ
濤
＞
づ
ヨ
’
≦
o
ヌ
℃
0
9
餌
℃
『
器
o
巳
巴
に
つ
い
て

　
は
、
＜
笹
。
0
9
ρ
℃
畠
匹
垢
δ
P
一
〇
刈
ρ
ψ
置
9

（
6
）
一
Ω
写
①
ぎ
霞
り
Z
q
≦
一
。
。。
。
る
3
9

（
7
）
　
「
民
訴
改
正
『
要
綱
試
案
の
検
討
』
（
2
と
判
タ
八
七
六
号
四
四
頁
〈
加
藤
新
太
郎
〉
（
一
九
九
五
年
）
。

（
8
）
　
簡
素
化
法
に
つ
い
て
の
わ
が
国
の
文
献
は
極
め
て
多
数
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
一
部
の
も
の
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。
木
川
統
一
郎
「
西
ド
イ
ッ
に

　
お
け
る
民
事
訴
訟
促
進
政
策
の
動
向
ー
簡
素
化
法
（
一
九
七
七
年
七
月
一
日
施
行
）
を
中
心
と
し
て
」
『
訴
訟
促
進
政
策
の
新
展
開
』
一
頁
以
下
（
日

　
本
評
論
社
、
一
九
八
七
年
。
初
出
、
判
タ
三
五
二
号
〈
一
九
七
七
年
〉
、
三
五
三
号
〈
一
九
七
八
年
〉
、
吉
野
正
三
郎
教
授
と
共
著
）
、
石
川
明
「
西

　
独
に
お
け
る
民
訴
簡
易
化
法
と
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
に
つ
い
て
」
民
商
七
八
巻
臨
時
増
刊
号
（
3
）
（
末
川
先
生
追
悼
論
集
）
一
一

　
九
頁
以
下
（
一
九
七
八
年
）
、
宮
崎
公
男
粋
岡
久
幸
治
「
西
ド
イ
ッ
簡
素
化
法
お
よ
び
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
方
式
に
つ
い
て
ー
わ
が
国
の
民
事
実
務

　
に
お
け
る
活
用
の
た
め
に
ー
（
↓
）
・
（
二
）
」
判
時
九
↓
七
号
三
頁
以
下
、
九
一
八
号
三
頁
以
下
（
一
九
七
九
年
）
、
春
日
偉
知
郎
「
時
機
に
後
れ
た

　
攻
撃
防
禦
方
法
の
却
下
－
西
ド
イ
ッ
簡
素
化
法
の
問
題
点
」
独
協
法
学
一
五
号
一
九
頁
以
下
（
一
九
八
○
年
）
、
カ
ー
ル
・
ド
イ
ブ
ナ
ー
（
木
川
統
一

　
郎
H
坂
本
恵
三
訳
）
「
簡
素
化
法
実
施
後
に
お
け
る
民
事
訴
訟
実
務
の
展
開
」
判
タ
四
七
四
号
一
四
頁
以
下
（
一
九
八
二
年
）
、
ハ
ラ
ル
ド
・
ブ
ー
ム

　
（
木
川
統
一
郎
随
森
勇
訳
）
「
簡
素
化
法
の
民
事
訴
訟
実
務
に
与
え
た
影
響
」
判
タ
四
七
四
号
二
六
頁
以
下
、
吉
村
徳
重
「
訴
訟
促
進
と
弁
論
の
活
性

　
化
－
西
ド
イ
ッ
簡
素
化
法
の
理
想
と
現
実
1
」
『
刑
事
法
学
の
諸
相
（
下
）
井
上
正
治
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
』
三
〇
一
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
　
一
九

　
八
三
年
）
、
吉
野
正
三
郎
「
簡
素
化
法
に
よ
る
失
権
制
度
の
構
造
と
問
題
点
」
『
西
ド
イ
ッ
民
事
訴
訟
法
の
現
在
』
一
八
五
頁
以
下
（
成
文
堂
、
一
九

　
九
〇
年
。
初
出
、
立
命
館
法
学
一
九
二
号
〈
一
九
八
七
年
〉
）
、
同
「
簡
素
化
法
に
よ
る
改
正
の
成
果
と
展
望
」
同
書
一
二
五
頁
以
下
（
初
出
、
ジ
ュ

　
リ
九
一
四
号
〈
一
九
八
八
年
〉
）
。
な
お
、
司
法
研
修
所
編
「
ド
イ
ッ
に
お
け
る
簡
素
化
法
施
行
後
の
民
事
訴
訟
の
運
営
』
一
八
四
頁
以
下
（
法
曹
会
、

　
一
九
九
五
年
）
に
簡
素
化
法
に
関
し
て
日
本
で
公
刊
さ
れ
た
文
献
の
網
羅
的
リ
ス
ト
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
＜
α
q
一
。
窪
昌
ω
目
U
臣
o
認
為
＼
曽
旨

　
ω
。
o
o
o
o
●

（
9
）
　
ゆ
旦
U
2
0
冨
褐
＼
認
8
ω
」
●
ラ
イ
ポ
ル
ド
．
前
掲
注
（
5
）
一
七
九
頁
も
こ
の
説
明
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
い
る
。
＜
屯
’
窪
3
ω
↓
∪
毎
。
認
。

　
刈
＼
曽
8
ω
●
ω
o。

●

（
1
0
）
　
竹
下
守
夫
桂
伊
藤
眞
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
3
）
」
二
六
八
頁
〈
山
本
克
己
〉
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
（
以
下
で
は
、
「
注
釈
民
訴
3
」
と
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　表

記
す
る
）
。

（
n
）
　
わ
が
国
で
は
た
と
え
ば
、
糸
賀
悌
治
「
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
九
条
の
運
用
に
就
い
て
」
法
曹
会
雑
誌
一
二
巻
二
号
四
五
頁
（
一
九
三
四
年
）
、

　
三
ヶ
月
章
『
民
事
訴
訟
法
（
法
律
学
全
集
）
』
三
四
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）
、
同
『
民
事
訴
訟
法
（
法
律
学
講
座
双
書
）
』
三
八
四
頁
（
弘

　
文
堂
、
第
三
版
、
一
九
九
二
年
）
、
兼
子
一
『
民
事
訴
訟
法
体
系
』
一
三
二
頁
（
酒
井
書
店
、
増
訂
版
、
一
九
六
五
年
）
、
菊
井
維
大
”
楠
本
安
雄
『
攻

　
撃
防
禦
方
法
の
提
出
（
総
合
判
例
研
究
叢
書
・
民
事
訴
訟
法
8
）
』
九
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
、
栗
田
陸
雄
「
随
時
提
出
主
義
」
『
民
事
訴

　
訟
法
の
争
点
』
二
〇
七
頁
（
有
斐
閣
、
旧
版
、
一
九
七
九
年
）
、
兼
子
一
ほ
か
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』
三
五
二
－
三
五
三
頁
〈
新
堂
幸
司
〉
（
弘
文

　
堂
、
新
版
、
一
九
八
六
年
）
、
菊
井
維
大
H
村
松
俊
夫
『
民
事
訴
訟
法
1
』
七
八
七
頁
（
日
本
評
論
社
、
全
訂
・
追
補
版
、
一
九
八
四
年
）
、
若
林
安

　
雄
「
訴
訟
手
続
の
時
間
的
規
制
の
主
な
問
題
点
」
近
法
三
一
巻
四
号
二
頁
（
一
九
八
四
年
）
、
内
田
武
吉
「
随
時
提
出
主
義
」
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』

　
二
一
二
頁
（
有
斐
閣
、
新
版
、
一
九
八
八
年
）
、
新
堂
幸
司
『
民
事
訴
訟
法
』
三
二
七
頁
（
弘
文
堂
、
第
二
版
補
正
版
、
一
九
九
〇
年
）
、
注
解
民
訴

　
3
三
一
二
頁
〈
斎
藤
秀
夫
H
加
藤
新
太
郎
”
小
室
直
人
〉
、
四
九
一
頁
〈
斉
藤
”
井
上
H
小
室
〉
。
石
渡
・
前
掲
注
（
4
）
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防

　
禦
方
法
の
却
下
二
四
頁
も
通
説
と
同
じ
見
解
を
表
明
し
て
い
た
。

　
　
ド
イ
ツ
で
は
、
た
と
え
ば
、
ロ
帥
ζ
日
げ
零
『
＼
一
曽
三
①
吾
霧
ミ
＝
四
旨
ヨ
四
昌
P
N
℃
○
器
。
＞
亀
r
一
8
♪
伽
8
①
国
α
ロ
5
拶
ω
8
言
＼
q
o
ロ
器
＼
ピ
o
一
，

℃
o
一
皇
N
8
邸
。
．
＞
色
こ
一
。
。
。
8
総
。
①
窪
鼻
ご
N
α
＝
零
＼
o
お
⑳
①
さ
N
8
一
㊤
。
＞
色
こ
一
。
。
㎝
噛
紹
8
即
身
り
一
嚇
≦
o
一
こ
N
一
。
。。
ω
る
一
鱒
・

　
判
例
で
こ
の
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
ω
Q
＝
N
胡
し
ω
o
。
」
＆
障
Z
q
≦
お
刈
P
お
o。
o
。
“
ω
Ω
＝
N
O
o。

矯
o。
①
o

。
｝
o。
鐸
“
Z
価
ミ

　
一
〇
〇。
8
㎝
O
O
“
q
N
一
㊤
oo
8
“
一
①
。
ヨ
一
け
＞
⇒
ヨ
≦
o
一
鴨
●

（
1
2
）
　
国
目
U
ε
畠
の
る
＼
曽
図
P
oQ
・
ω
o。
や

　
　
た
だ
し
、
Ω
凄
房
ξ
し
N
お
ミ
る
9
は
、
簡
素
化
法
の
立
法
者
は
当
初
、
訴
訟
促
進
の
た
め
に
失
権
の
強
化
を
図
っ
た
が
、
や
が
て
、
訴
訟
遅

　
延
の
原
因
は
提
出
の
遅
れ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
手
続
構
造
の
脆
弱
さ
に
あ
る
と
認
識
を
変
え
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
糸
賀
・
前
掲
注
（
1
1
）
六
三
頁
、
ラ
イ
ポ
ル
ド
・
前
掲
注
（
5
）
一
七
六
頁
、
一
八
二
頁
、
前
掲
注
（
1
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
一
三
三
頁
〈
三
宅
〉
、

　
注
解
民
訴
3
四
九
一
頁
〈
斎
藤
目
井
上
“
小
室
〉
、
ω
窪
ヨ
冨
9
＼
b
帥
暮
霞
冨
9
＼
＝
鱒
旨
旨
導
P
き
ρ
℃
紹
8
即
α
胃
』
。
真
相
を
知
り
た
い
が
、

　
「
鞭
と
し
て
の
失
権
規
定
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
、
倉
田
卓
次
氏
の
　
発
言
も
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
「
民
訴
改
正
『
要
綱
試
案
の
検
討
』
（
2
）
」
判

　
タ
八
七
六
号
二
七
頁
く
倉
田
卓
次
V
。

（
1
4
）
　
注
解
民
訴
3
四
九
一
頁
〈
斎
藤
目
井
上
“
小
室
〉
。
春
日
・
前
掲
注
（
8
）
二
〇
頁
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
こ
れ
と
異
な
り
、
中
野
貞
一
郎
教
授
は
、
「
裁
判
の
適
正
と
迅
速
と
い
う
縦
横
の
理
念
の
間
で
『
黄
金
分
割
』
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
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べ
て
お
ら
れ
る
。
同
「
民
事
裁
判
と
憲
法
」
「
民
事
手
続
の
現
在
問
題
』
一
九
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
八
九
年
。
初
出
「
講
座
民
事
訴
訟
1
』

　
一
九
八
四
年
）
。
縦
と
横
は
、
真
正
面
か
ら
衝
突
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
中
野
教
授
は
、
裁
判
の
適
正
と
迅
速
の
二
要
請
は
完
全
に
対
立
す
る

　
も
の
と
は
考
え
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

（
1
5
）
　
山
本
克
己
助
教
授
が
、
失
権
規
定
は
直
接
に
審
理
期
間
の
短
縮
を
も
た
ら
し
、
間
接
に
早
期
の
提
出
を
促
す
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
こ
の

　
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
注
釈
民
訴
3
二
七
〇
ー
二
七
一
頁
〈
山
本
〉
。

（
1
6
）
　
前
掲
注
（
1
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
一
二
二
頁
〈
石
川
明
〉
、
霧
島
甲
一
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
失
権
と
そ
の
根
拠
」
新
堂
幸
司
編
『
特
別
講
義
民
事

　
訴
訟
法
』
三
六
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
。
初
出
、
法
教
三
五
号
〈
一
九
八
三
年
〉
）
、
斎
藤
秀
夫
ほ
か
編
「
注
解
民
事
訴
訟
法
7
』
九
四
頁
以

　
下
〈
林
屋
礼
二
H
中
田
昭
孝
〉
（
第
一
法
規
、
第
二
版
、
一
九
九
三
年
）
。
訴
訟
の
促
進
の
た
め
に
失
権
に
よ
る
「
外
圧
を
か
け
て
お
く
こ
と
は
、
そ

　
れ
な
り
に
実
際
上
の
効
果
を
持
つ
」
と
い
う
、
中
野
貞
一
郎
教
授
の
発
言
も
同
じ
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
座
談
会
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
審
理
の
充
実
と

　
促
進
」
民
商
一
〇
〇
巻
六
号
八
六
頁
〈
中
野
貞
一
郎
〉
。
そ
の
ほ
か
、
更
新
の
禁
止
、
す
な
わ
ち
、
控
訴
審
で
の
提
出
の
制
限
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

　
石
渡
哲
「
民
事
訴
訟
法
の
改
正
と
控
訴
審
の
審
理
構
造
－
事
後
審
、
覆
審
、
続
審
の
長
短
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
採
用
の
適
否
1
」
『
民
事
手
続
法
の

　
改
革
（
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
教
授
退
官
記
念
）
』
二
壬
二
－
二
二
四
頁
参
照
（
信
山
社
、
一
九
九
五
年
）
。

（
1
7
）
浮
昌
。
匿
㌔
3
N
①
ぼ
①
畠
言
昌
α
ヨ
ゆ
§
一
。
＝
。
ω
即
①
。
ヌ
一
。
刈
ρ
ω
ω
●
。
。
。
馬
一
こ
菖
3
≦
o
一
捨
N
N
勺
漣
（
一
。
。。
一
y
G。
一
ρ
ω
一
。。
㌦
や

（
1
8
）
　
吉
村
・
前
掲
注
（
8
）
三
二
四
頁
以
下
。
た
だ
し
、
前
掲
注
（
1
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
一
七
三
頁
〈
吉
村
徳
重
〉
参
照
。
そ
の
ほ
か
、
吉
村
徳
重
「
西

　
ド
イ
ッ
に
お
け
る
各
種
訴
訟
促
進
案
と
そ
の
問
題
点
」
法
政
三
六
巻
二
－
六
号
二
二
二
頁
以
下
（
一
九
七
〇
年
）
参
照
。

（
1
9
）
　
ラ
イ
ポ
ル
ド
・
前
掲
注
（
5
）
一
八
一
頁
以
下
、
吉
野
・
前
掲
注
（
8
）
簡
素
化
法
に
お
け
る
失
権
制
度
の
構
造
と
問
題
点
二
二
一
頁
以
下
も
、

　
こ
れ
ら
の
見
解
を
批
判
し
て
い
る
。

（
2
0
）
　
中
野
・
前
掲
注
（
1
4
）
一
二
頁
注
（
2
0
）
は
、
「
審
尋
請
求
権
」
の
訳
語
が
正
確
で
あ
る
と
、
述
べ
て
い
る
。
本
稿
で
は
一
応
よ
り
一
般
に
使
わ
れ

　
て
い
る
「
審
問
請
求
権
」
の
語
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

（
2
1
）
　
い
爵
①
＼
≦
巴
o
房
3
竃
霞
｝
竃
冒
o
ぎ
零
国
o
ヨ
ヨ
o
暮
胃
N
ξ
N
℃
ρ
一
8
鯛
田
巳
①
一
3
お
閃
α
霞
●
旨
押
這
o
。
（
一
多
①
y
訳
文
は
、
中
野
貞
一

　
郎
「
憲
法
と
民
事
訴
訟
法
ー
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
教
授
の
所
説
に
即
し
て
ー
」
『
民
事
手
続
法
の
改
革
（
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
教
授
退
官
記
念
）
」

　
八
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。
一
爵
①
＼
≦
巴
3
零
ま
8
さ
壁
○
こ
㈱
器
①
閃
α
霞
」
O
（
℃
急
葺
⇒
鵬
）
に
も
同
様
な
説
明
が
な
さ
れ
て
お

　
り
、
か
つ
、
こ
れ
と
同
旨
の
判
例
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

（
2
2
）
　
そ
の
理
由
付
け
と
し
て
は
、
中
野
・
・
前
掲
注
（
14
）
民
事
裁
判
と
憲
法
一
四
頁
、
同
・
前
掲
注
（
2
1
）
憲
法
と
民
事
訴
訟
法
二
二
頁
を
援
用
す
る
。
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（
2
3
）
　
い
爵
⑩
＼
≦
巴
o
房
魯
鰹
霞
、
雷
O
こ
総
8
即
身
き
這
（
℃
呂
葺
夷
y
非
常
に
多
数
あ
る
ド
イ
ツ
の
判
例
は
同
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

　
ほ
か
以
下
の
文
献
も
、
失
権
規
定
は
合
憲
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
OU
2
ヨ
富
3
＼
■
窪
8
吾
霧
ミ
＝
胃
一
ヨ
導
芦
き
ρ
総
3
即
α
目
』
鳶
㌘

聾
①
ぎ
＼
q
9
霧
＼
い
書
o
年
帥
帥
○
こ
紹
。
。
国
身
り
。
。
。
3
N
α
＝
⑪
弓
＼
Ω
『
謂
霞
一
器
○
こ
竃
。
①
閃
畠
葭
■
鱒
・

（
2
4
）
　
∪
①
仁
げ
幕
さ
Z
q
≦
一
〇
〇。
ρ
一
〇
＆
●

（
2
5
）
　
石
渡
哲
「
ド
イ
ッ
民
事
訴
訟
法
関
係
判
例
紹
介
3
4
」
判
タ
四
五
二
号
七
四
頁
（
一
九
八
一
年
）
。
な
お
、
紺
谷
浩
司
「
西
ド
イ
ッ
抗
告
手
続
に

　
お
け
る
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
却
下
と
審
問
請
求
権
の
保
障
に
つ
い
て
」
広
法
七
巻
↓
号
一
三
頁
以
下
参
照
。

（
2
6
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
＜
巴
●
一
算
o
＼
≦
巴
o
房
魯
竃
①
5
器
O
こ
竃
霧
即
身
弊
器
需
（
℃
ε
琶
お
y
同
書
に
は
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
多
数

　
の
判
例
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
2
7
）
　
中
野
・
前
掲
注
（
21
）
憲
法
と
民
事
訴
訟
法
二
二
－
一
四
頁
。

（
2
8
）
　
井
上
治
典
「
手
続
保
障
の
第
三
の
波
」
『
民
事
手
続
論
』
四
六
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
。
初
出
、
法
教
二
八
号
、
二
九
号
〈
一
九
八

　
三
年
〉
）
。

（
2
9
）
　
私
は
既
に
、
民
事
訴
訟
手
続
を
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。
石
渡
・
前
掲
注
（
1
6
）
民
事
訴
訟

　
法
の
改
正
と
控
訴
審
の
審
理
構
造
一
四
一
頁
。
次
の
学
説
も
手
続
保
障
論
に
対
す
る
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。
中
野
貞
一
郎
「
医
療
過
誤
訴
訟
の
手

　
続
問
題
－
最
近
に
お
け
る
民
事
訴
訟
理
論
の
動
き
」
『
民
事
手
続
の
現
在
問
題
』
二
二
五
頁
以
下
（
初
出
、
「
医
療
過
誤
訴
訟
に
つ
い
て
」
法
教
二
六
号

　
〈
一
九
八
二
年
〉
）
。

（
3
0
）
　
私
は
、
旧
稿
で
失
権
の
理
論
的
根
拠
を
論
じ
た
際
、
失
権
は
手
続
保
障
と
の
関
連
で
も
問
題
な
い
、
と
述
べ
た
。
石
渡
・
前
掲
注
（
4
）
時
機

　
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
却
下
二
七
頁
。
し
か
し
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
こ
の
点
は
論
じ
な
い
。
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三
　
失
権
規
定
の
根
拠
に
関
す
る
石
川
明
教
授
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

　
失
権
規
定
の
根
拠
に
関
す
る
石
川
明
教
授
の
見
解
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
石
川
教
授
は
、
弁
論
主
義
を
真
実
発
見

の
手
段
で
は
な
く
自
由
主
義
的
国
家
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
を
前
提
に
し
て
、
当
事
者
は
訴
訟
に
お
い
て
も
私
的
自
治
の
原

則
に
基
づ
い
て
法
律
関
係
、
事
実
関
係
を
自
由
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
反
面
、
攻
撃
防
禦
方
法
の
不
提
出
ま
た
は
失
権
に
よ
る
不
利



益
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
由
に
伴
う
自
己
責
任
の
原
則
で
あ
る
。
客
観
的
真
実
の
発
見
の
要
請
は
、
自

由
な
実
体
形
成
な
い
し
自
己
責
任
の
原
則
ゆ
え
に
後
退
す
る
。
た
だ
し
、
両
当
事
者
の
事
実
上
な
ら
び
に
法
律
上
の
主
張
が
対
立
し
た
場

合
に
は
、
客
観
的
真
実
発
見
の
要
請
が
出
て
く
る
。
こ
の
点
で
弁
論
主
義
は
真
実
発
見
の
要
請
に
奉
仕
す
る
面
も
持
つ
。
自
己
責
任
の
原

則
か
ら
す
る
と
、
裁
判
所
は
失
権
規
定
の
適
用
に
も
う
少
し
積
極
的
に
な
っ
て
も
い
い
。
た
だ
し
、
真
実
発
見
の
要
請
を
無
視
し
て
も
い

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
失
権
の
過
度
の
強
化
も
問
題
で
あ
る
。

（
31
）
　
石
川
・
前
掲
注
（
2
）
民
事
訴
訟
に
お
け
る
真
実
四
頁
以
下
。

民事訴訟における時機に後れた攻撃防禦方法の失権の根拠

四
　
私
　
見

1
　
石
川
明
教
授
の
見
解
に
従
い
、
私
は
、
当
事
者
は
民
事
訴
訟
に
お
い
て
法
律
関
係
、
事
実
関
係
を
私
的
自
治
と
自
己
責
任
の
原
則
に

よ
り
形
成
す
る
自
由
を
有
し
、
同
時
に
責
任
を
負
う
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
に
お
け
る
真
実
は
、
訴
訟
外
の
客
観
的
真
実

で
は
な
く
、
法
定
の
手
続
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
基
本
的
に
は
両
者
は
乖
離
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

当
事
者
の
怠
慢
や
と
き
に
は
訴
訟
引
き
延
ば
し
の
悪
意
に
よ
り
生
じ
る
手
続
の
遅
滞
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
合
理
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

失
権
規
定
に
は
、
失
権
の
要
件
が
適
切
に
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
合
理
性
が
あ
る
。
攻
撃
防
禦
方
法
が
か
よ
う
な
合
理
的
な
失
権
規
定

の
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
失
権
さ
せ
た
う
え
で
確
定
さ
れ
た
事
実
が
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
真
実
で
あ
る
と

い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
失
権
は
裁
判
の
適
正
を
害
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
右
に
、
怠
慢
、
悪
意
に
よ
る
遅
延
の
排
除
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
は
た
し
て
そ
う
い
え
る
の
か
、
疑
問
の
余
地
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

な
く
は
な
い
。
こ
の
合
理
性
を
訴
訟
促
進
に
関
す
る
公
益
か
ら
肯
定
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
公
益
の
概
念
は
曖
昧
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

従
来
訴
訟
の
促
進
に
関
す
る
公
益
と
い
う
と
、
と
か
く
、
訴
訟
の
効
率
化
に
よ
る
司
法
権
の
威
信
が
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
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（
34
）

公
益
な
い
し
国
家
の
利
益
の
た
め
に
個
人
の
自
由
や
権
利
が
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
国
民
主
権
の
憲
法
下
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、
当
事
者
の
怠
慢
な
い
し
悪
意
に
よ
り
裁
判
所
が
時
間
や
労
力
を
ロ
ス
す
る
こ
と
に
よ
り
他
の
多
く
の
事
件
に
そ
の
悪
影
響
が
及
ぶ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

と
が
、
と
く
に
紛
争
の
多
発
し
て
い
る
社
会
で
は
、
あ
り
得
る
。
そ
の
結
果
民
事
訴
訟
制
度
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
多
く
の
個
人
の
利
益

が
害
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
公
益
の
意
義
を
現
実
の
社
会
で
相
互
に
対
立
す
る
こ
と
の
あ
り
う
る
個
人
の
利
益
の
調
和
し
た
状
態
と
解
す
る

な
ら
ば
ー
た
だ
し
、
そ
れ
は
従
来
の
公
益
概
念
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
　
　
、
公
益
に
基
づ
い
て
失
権
を
正
当
化
す

　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
最
近
、
伊
藤
眞
教
授
が
、
訴
訟
制
度
が
財
政
的
に
国
民
の
負
担
（
税
金
）
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
37
）

私
人
の
利
益
だ
け
を
優
先
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
も
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
失
権
に
つ
い
て
は
公
益
の
み
な
ら
ず
相
手
方
の
利
益
も
考
え
な
け
れ
ば
、
衡
平
で
な
い
。
つ
ま
り
相
手
方
は
紛
争
の
早

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

期
解
決
に
つ
い
て
の
利
益
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
不
当
に
遅
れ
た
権
利
保
護
は
権
利
保
護
の
拒
絶
に
等
し
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

の
遅
延
は
財
産
権
不
可
侵
の
原
則
（
憲
二
九
条
一
項
）
に
反
す
る
こ
と
に
も
な
り
得
る
。
一
方
の
当
事
者
の
怠
慢
や
悪
意
に
よ
り
訴
訟
が
遅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

延
す
る
こ
と
の
防
止
を
裁
判
所
が
漫
然
と
怠
れ
ば
、
当
事
者
間
の
衡
平
は
損
な
わ
れ
る
。
こ
こ
に
も
、
失
権
の
根
拠
が
あ
る
。

2
　
私
は
決
し
て
失
権
の
過
度
の
強
化
を
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
以
上
の
私
の
基
本
的
立
場
に
立
っ
て
失
権
に
関
す
る
立
法
論
お

よ
び
解
釈
論
を
展
開
し
た
場
合
、
学
説
、
お
よ
び
実
務
に
お
け
る
従
来
の
一
般
的
な
考
え
方
に
よ
る
よ
り
は
失
権
を
強
化
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
そ
こ
で
失
権
の
強
化
に
対
し
て
予
想
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
現
に
提
起
さ
れ
て
い
る
反
論
に
対
し
て
自
説
を
防
禦
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
失
権
に
つ
い
て
頻
繁
に
い
わ
れ
る
の
は
、
失
権
を
恐
れ
る
当
事
者
が
無
用
の
訴
訟
資
料
ま
で
提
出
し
、
そ
れ
に
よ
り
手
続
が
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
ー
ゲ

え
っ
て
遅
延
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
　
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
木
川
統
一
郎
弁
護
士
は
、
訴
訟
の
初
期
の
段
階
と
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

冒
頭
で
訴
訟
資
料
が
氾
濫
す
る
ほ
ど
に
集
ま
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
訴
訟
促
進
に
と
っ
て
望
ま
し
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
早

期
に
訴
訟
資
料
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
限
度
が
あ
り
、
全
く
的
を
は
ず
れ
た
訴

訟
資
料
が
大
量
に
提
出
さ
れ
れ
ば
手
続
は
混
乱
し
か
つ
遅
延
す
る
で
あ
ろ
う
。
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当
事
者
が
弁
護
士
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
か
よ
う
な
事
態
は
回
避
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
人
訴
訟
に
お
い
て
失
権

を
強
化
す
る
と
右
の
弊
害
が
起
こ
る
か
、
あ
る
い
は
、
失
権
に
よ
り
重
要
な
訴
訟
資
料
が
却
下
さ
れ
る
事
態
が
頻
繁
に
生
じ
る
危
険
が
大

き
い
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
論
と
し
て
失
権
を
ど
の
程
度
強
化
す
べ
き
か
は
、
弁
護
士
強
制
が
実
現
で
き
る
か
否
か
に
も
か
か
っ
て
い
る
。

現
実
に
近
い
将
来
に
お
け
る
そ
の
実
現
が
望
み
得
な
い
以
上
、
私
も
、
失
権
の
強
化
に
は
限
度
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

3
　
失
権
の
強
化
は
、
当
事
者
の
訴
訟
の
結
果
に
つ
い
て
の
不
満
の
原
因
に
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
訴
訟
の
結
果
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
当
事
者
が
不
満
を
抱
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
敗
訴

当
事
者
に
全
く
不
満
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
重
要
な
こ
と
は
、
敗
訴
当
事
者
の
不
満
を
最
小
限

に
抑
え
る
と
同
時
に
、
利
害
関
係
を
持
た
な
い
中
立
的
第
三
者
の
納
得
を
得
る
よ
う
な
訴
訟
運
営
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点

か
ら
す
る
と
、
一
方
当
事
者
の
怠
慢
な
い
し
悪
意
に
よ
っ
て
訴
訟
が
遅
延
す
る
こ
と
こ
そ
、
中
立
的
第
三
者
の
納
得
を
得
ら
れ
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
私
見
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
真
実
は
訴
訟
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
真
実
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
で
も
、

か
か
る
真
実
が
客
観
的
真
実
と
乖
離
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
中
立
的
第
三
者
が
疑
問
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
所
と
当

事
者
（
訴
訟
代
理
人
を
含
む
）
と
の
協
力
に
よ
り
、
審
理
が
充
実
す
る
な
ら
ば
、
誠
実
な
当
事
者
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合

真
実
発
見
に
必
要
な
攻
撃
防
禦
方
法
は
適
時
に
提
出
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
失
権
の
要
件
が
適
切
に
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
こ
れ
を
満
た

す
攻
撃
防
禦
方
法
は
真
実
発
見
の
た
め
に
役
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
失
権
に
対
す
る
第
三
者
の
疑
念
も
あ
ま

り
生
じ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
こ
と
は
、
失
権
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
弁
論
の
充
実
が
前
提
条
件
に
な
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
当
事
者
の
不
満
を
考
え
る
な
ら
ば
、
遅
延
が
生
じ
る
場
合
、
こ
れ
を
生
じ
さ
せ
た
当
事
者
の
相
手
側
当
事
者
が
い
だ
く
で
あ

ろ
う
不
満
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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（
4
4
）

4
　
失
権
は
ま
た
そ
れ
を
め
ぐ
る
派
生
的
な
紛
争
や
そ
れ
に
伴
う
上
訴
を
引
き
起
こ
し
、
訴
訟
促
進
に
反
す
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
た

し
か
に
、
失
権
を
強
化
し
た
簡
素
化
法
施
行
後
の
ド
イ
ッ
で
失
権
規
定
の
解
釈
、
適
用
を
め
ぐ
る
判
例
が
法
律
雑
誌
に
多
数
登
場
し
た
こ

と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
失
権
は
派
生
的
な
紛
争
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
と
く
に
、
失
権
規
定
の
改
正
後
し
ば
ら

く
の
間
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
は
十
分
に
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
定
が
明
解
で
合
理
的
で
あ
る
限
り
、
混
乱
が
い
つ
ま
で

も
続
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

5
　
最
後
に
、
訴
訟
代
理
人
で
あ
る
弁
護
士
の
過
誤
に
よ
り
攻
撃
防
禦
方
法
が
失
権
し
た
当
事
者
の
不
利
益
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
を
当

事
者
に
負
わ
せ
る
の
は
気
の
毒
な
よ
う
で
も
あ
り
、
ま
た
、
か
か
る
当
事
者
が
弁
護
士
を
相
手
取
っ
て
弁
護
過
誤
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求

訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
失
権
が
な
け
れ
ば
訴
訟
の
結
果
が
変
わ
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
と
の
立
証
が
困
難
で
あ
り
、
第
二
に
、
弁
護
士
は
通
常
弁
護
過
誤
訴
訟
の
原
告
側
代
理
人
に
な
る
こ
と
を
嫌
う
も
の
と
推
測
さ
れ

　
　
　
　
　
（
4
5
）

る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
弁
護
士
の
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
に
事
実
上
上
記
の
よ
う
な
困
難
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
弁
護
士
の

過
誤
に
よ
っ
て
権
利
を
失
っ
た
依
頼
人
は
、
こ
の
弁
護
士
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。
弁
護
士
の
職
業
倫
理
上
、

お
よ
そ
弁
護
士
の
職
に
あ
る
も
の
は
、
こ
の
者
の
権
利
保
護
の
た
め
に
弁
護
過
誤
訴
訟
に
お
け
る
そ
の
訴
訟
代
理
人
に
な
る
こ
と
を
た
め

ら
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
3
2
）
　
た
と
え
ば
、
国
曽
げ
の
魯
⑩
こ
k
N
℃
o。
ズ
一
8
0
。
y
嵩
㎝
」
器
は
、
迅
速
な
訴
訟
に
関
す
る
公
益
は
、
真
実
発
見
に
関
す
る
私
益
に
優
先
す
る
、
と

　
　
述
べ
て
い
る
。

　
（
3
3
）
　
染
野
義
信
「
訴
訟
の
進
行
に
対
す
る
法
規
制
の
本
質
－
訴
訟
促
進
規
制
の
性
格
と
発
展
に
つ
い
て
ー
」
『
裁
判
法
理
論
の
展
開
』
一
〇
〇
1
一
〇

　
　
一
頁
（
勤
草
書
房
、
一
九
七
九
年
。
初
出
、
民
事
法
学
の
諸
問
題
〈
一
九
五
八
年
〉
）
、
同
「
訴
訟
促
進
規
制
の
本
質
」
同
書
二
三
頁
（
初
出
、
法

　
　
時
三
〇
巻
二
号
く
一
九
五
八
年
V
）
参
照
。

　
（
3
4
）
　
吉
村
．
前
掲
注
（
1
8
）
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
各
種
訴
訟
促
進
案
と
そ
の
問
題
点
二
二
九
頁
、
注
釈
民
訴
3
二
六
九
－
二
七
〇
頁
〈
山
本
〉
。
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（
3
5
）
　
染
野
・
前
掲
注
（
3
3
）
訴
訟
の
進
行
に
対
す
る
法
規
制
の
本
質
八
一
頁
以
下
参
照
。

（
3
6
）
　
注
釈
民
訴
3
二
七
〇
頁
参
照
〈
山
本
〉
。

（
3
7
）
　
伊
藤
眞
「
争
点
整
理
手
続
再
論
」
『
民
事
裁
判
の
充
実
と
促
進
（
木
川
統
一
郎
博
士
古
稀
祝
賀
）
上
巻
」
四
二
七
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
九

　
四
年
）
。

（
3
8
）
　
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ッ
の
立
法
者
も
指
摘
し
て
い
る
。
『
ド
イ
ッ
民
事
裁
判
制
度
改
正
準
備
委
員
会
報
告
』
後
編
↓
〇
九
頁
（
法
曹
会
。
同
書

　
は
、
切
Φ
ユ
o
算
α
零
民
o
ヨ
ヨ
一
の
の
一
9
N
ξ
＜
o
吾
霞
鉱
ε
昌
の
o
ぎ
零
閃
9
9
ヨ
α
霞
曽
邑
α
q
。
胃
8
耳
筈
霞
ぎ
登
お
＄
の
邦
訳
で
あ
る
）
。

（
3
9
）
　
中
野
・
前
掲
（
1
4
）
民
事
裁
判
と
憲
法
一
八
頁
。

（
4
0
）
　
既
に
、
豊
泉
貫
太
郎
「
判
批
」
法
研
四
一
巻
一
二
号
九
八
頁
注
（
三
）
（
一
九
六
八
年
）
が
失
権
規
定
の
根
拠
は
公
益
性
に
で
は
な
く
、
当
事
者

　
間
の
平
等
（
衡
平
と
言
い
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
）
に
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

（
4
1
）
　
た
と
え
ば
、
注
釈
民
訴
3
二
七
一
頁
〈
山
本
〉
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
（
永
井
博
史
訳
）
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
時
機
に
後
れ
た
提
出
の
却
下
」

　
法
研
五
四
巻
一
一
号
一
一
一
頁
（
一
九
八
一
年
）
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

（
4
2
）
木
川
統
一
郎
「
失
権
立
法
と
手
続
の
段
階
化
ー
ド
イ
ッ
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
民
訴
法
改
正
の
動
向
ー
」
『
比
較
民
事
訴
訟
政
策
の
研
究
』
二
九

　
頁
注
（
51
）
（
有
斐
閣
、
↓
九
七
二
年
、
初
出
、
「
訴
訟
促
進
の
た
め
の
具
体
的
諸
方
策
と
そ
の
評
価
」
『
実
務
民
事
訴
訟
法
講
座
第
一
巻
』
〈
一
九
六
九

　
年
〉
）
、
同
「
西
ド
イ
ッ
一
九
七
〇
年
民
訴
法
改
正
草
案
の
訴
訟
政
策
的
評
価
」
同
書
六
五
頁
以
下
（
初
出
、
比
較
法
雑
誌
六
巻
三
・
四
号
〈
一
九
七

　
一
年
〉
）
。

（
4
3
）
　
吉
村
・
前
掲
注
（
8
）
訴
訟
促
進
と
弁
論
の
活
性
化
三
二
五
頁
、
注
釈
民
訴
3
二
七
一
頁
〈
山
本
〉
、
山
本
和
彦
「
民
事
訴
訟
審
理
構
造
論
』
三

　
六
八
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
五
年
。
本
書
は
、
形
式
的
に
は
既
発
表
の
論
文
を
収
録
す
る
論
文
集
で
あ
る
が
、
実
質
は
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
該
当

　
部
分
の
初
出
は
、
「
訴
訟
法
律
関
係
の
契
約
的
構
成
ー
裁
判
所
と
当
事
者
の
「
審
理
契
約
』
を
中
心
に
（
1
）
（
2
完
）
」
法
学
五
五
巻
一
号
、
二
号

　
〈
一
九
九
一
年
〉
）
。
前
掲
注
（
1
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
民
事
訴
訟
の
促
進
に
つ
い
て
」
一
七
二
頁
　
〈
河
野
正
憲
〉
参
照
。

（
4
4
）
　
前
掲
注
（
7
）
民
訴
改
正
「
要
綱
試
案
の
検
討
」
（
2
）
三
七
頁
、
四
五
頁
〈
池
田
辰
夫
〉
。

（
4
5
）
　
注
釈
民
訴
3
二
七
二
頁
〈
山
本
〉
、
ラ
イ
ポ
ル
ド
・
前
掲
注
（
5
）
一
九
八
－
一
九
九
頁
。
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五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
私
は
失
権
の
根
拠
に
つ
い
て
、
石
川
明
教
授
の
御
論
稿
か
ら
御
示
唆
を
受
け
な
が
ら
、
検
討
し
た
。
失
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ま
で
に
も
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
数
編
の
拙
な
い
論
稿
を
発
表
し
て
き
た
。
し
か
し
、
失
権
の
根
拠
に
つ
い
て
の
確
た
る
自
説
を
持
ち
え

な
い
ま
ま
に
検
討
を
続
け
て
い
た
。
今
後
、
本
稿
で
披
渥
し
た
考
え
方
を
前
提
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
結
果
を
見
直
し
、
失
権
規

定
を
滅
ぐ
る
具
体
的
な
問
題
に
つ
き
解
釈
論
お
よ
び
立
法
論
を
展
開
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
石
川
明
先
生
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
御
学
恩
に
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
慶
慮
義
塾
大
学
御
退
職
後
も
な
お
不
肖
の
弟

子
へ
の
御
鞭
樋
を
賜
り
た
く
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

290

（
4
6
）
　
本
稿
で
す
で
に
引
用
し
た
も
の
の
ほ
か
に
、
「
時
機
に
後
れ
た
相
殺
の
抗
弁
と
訴
訟
促
進
」
民
訴
二
七
号
二
一
頁
以
下
（
一
九
八
一
年
）
、
「
西
ド

　
イ
ッ
簡
素
化
法
施
行
後
に
お
け
る
更
新
権
の
制
限
に
つ
い
て
1
西
ド
イ
ッ
民
訴
法
（
Z
P
O
）
五
二
八
条
の
問
題
点
1
」
法
研
六
一
巻
六
号
八
○
頁

　
（
一
九
八
八
年
）
な
ど
。


